
  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 用地取得台帳 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
農林水産部耕地課、各農業事務所 

個人情報ファイル等の利用目的 
土地改良事業実施のため必要となる事業用地に係る権利

関係を整理し記録するため 

記録項目 
１氏名、２住所、３財産(土地の所在地・地番・地目・地

積・権利関係等) 

記録範囲 土地改良事業のため取得する土地の権利関係 

記録情報の収集方法 本人又は他の官公庁からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 他の実施機関 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ―   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 非農用地区域設定協議書 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
農林水産部耕地課、農地・農村振興課、各農業事務所 

個人情報ファイル等の利用目的 
非農用地区域の設定を伴う土地改良事業を行う場合の農

地法等関連制度との調整措置に基づく協議の実施のため 

記録項目 
１氏名、２住所、３財産(土地の所在地・地番・地目・地

積・用途等)、４その他(印影) 

記録範囲 協議対象の土地において権利(所有権など)を有するもの 

記録情報の収集方法 本人又は他の官公庁からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 他の実施機関 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

備   考 － 

  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 県営換地計画書 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
農林水産部耕地課、各農業事務所 

個人情報ファイル等の利用目的 換地計画の策定及び決定並びに換地処分を行うため 

記録項目 

１整理番号、２氏名、３住所、４財産（土地の所在地・

地番・地目・地積・評価額等）、５生年月日、６親族関

係、７その他（印影） 

記録範囲 
土地改良事業参加者（土地改良法第３条）、関係権利者

（土地改良法第５条第７項） 

記録情報の収集方法 本人又は他の官公庁からの収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ―   



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 一時利用地指定等明細書 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
各農業事務所 

個人情報ファイル等の利用目的 一時利用地指定等の適正な執行のため 

記録項目 
１住所、２氏名、３整理番号、４財産（土地の所在地・

地番・地目・地積等） 

記録範囲 
土地改良事業参加者（土地改良法第３条）、関係権利者

（土地改良法第５条第７項） 

記録情報の収集方法 本人又は他の官公庁から収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイル等の種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ―  
  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 土地改良区参考調書データ 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
農林水産部耕地課、団体指導課、各農業事務所 

個人情報ファイル等の利用目的 土地改良区の補助監督業務を行うため。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４生年月日 

記録範囲 対象土地改良区の役員（理事・監事）及び職員 

記録情報の収集方法 本人からの収集（調査） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まれない 

記録情報の経常的提供先 他の実施機関 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ―  

  



  

個人情報ファイル簿等 

個人情報ファイル等の名称 千葉県知事表彰、叙勲 

実施機関の名称 千葉県知事 

個人情報ファイル等が利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名称 
農林水産部 耕地課 

個人情報ファイル等の利用目的 

農業生産の基盤の整備及び開発を図るため、土地改良事

業に尽力し、顕著な功績を有する土地改良区の理事長等

を対象に表彰等推薦を行う。 

記録項目 
１氏名、２住所、３生年月日、４功績調書、５履歴書、 

６刑罰等調書 

記録範囲 被推薦者 

記録情報の収集方法 土地改良区、市町村 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まれる 

記録情報の経常的提供先 他の実施期間 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総合窓口（総務部審査情報課） 

（所在地）千葉市中央区市場町１－１ 南庁舎１階 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
無し 

個人情報ファイル等の種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 

政令第21条第7項又は施行条

例施行規則第2条第7項に該

当するファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

備   考 ― 



  

 


